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令和３年度市民部会の取組について 

 

令和３年度に実施した市民部会及びその他の活動概要を示します。 

 

１  第１回市民部会 

開催日時：令和３年５月７日（金） 午後２時００分から午後４時３０分まで 

場   所：茅ヶ崎市役所本庁舎 4階会議室 4及び 5  （オンライン会議併用） 

(1) 報告 

 令和２年度第２回市民部会開催（R３．２．24）後の取り組み状況について 

ア 国のバリアフリー施策に関するパンフレットに市民部      

会等の取り組みが優良事例として掲載 

→記者発表を実施。タウン誌等で紹介     

 

イ 広報ちがさき（欄外）の掲載原稿について報告 

  →４月１日号、５月１日号 

    ウ ポスター啓発について、市民等からの問い合わせによるポスター撤去について 

      →掲示場所の拡大に伴い、市民がポスターを見る機会が増加 

      →市への問い合わせや SNSなどを通じて、不適切なポスターと意見があがる 

→撤去に賛同（８名/１５名）により、４月３０日以降に順次撤去 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撤去したポスター 

 

            

 

資料 5 

（報告） 
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(２) 議題 

ア 心のバリアフリー普及啓発について 

・広報ちがさき（欄外） ６月１日号～９月１日号について 

 各月のテーマに沿った文案から１つずつ掲載内容を決定 

 ＜各月のテーマ＞ 

６月１日号 ７月１日号 ８月１日号 ９月１日号 

視覚障がい 知的障がい ヘルプマーク 高齢者 

 

イ タウンニュース茅ヶ崎版の活用について 

     市民に対し広く周知する新たな広報媒体として活用することで決定し、その内容は引 

き続き検討することとした。 

 

   ウ 心のバリアフリー普及啓発の今後の取組方針について 

 ポスター撤去を機会に、今後の取組方針について意見交換を実施し、新たな取組方針 

を共通認識し、その後の取り組みにつないだ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・継続性を保つ 

・「量を増やす」→「質を高める」 

・スピード感 

・全ての委員が主体の取り組みへ 

茅ヶ崎×心のバリアフリーを体現 

市民や来訪者「ポスターを見た全ての人」が障がいの有

無等に関わらず、相手を思い遣るコミュニケーション に

ついて考え行動に落とし込む一助となることを目指す。 

→キーメッセージ、サブメッセージの設定 

→茅ヶ崎につながる場面、登場人物の設定 

事務作業の体制構築、効率化を図る 

→メーリングリストの活用 

新たなポスター作成に着手 

→作業部会の立ち上げ 
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２  第２回市民部会 

開催日時：令和４年１月１４日（金） 午前１０時００分から正午まで 

場   所：茅ヶ崎市役所本庁舎 4階会議室 4及び 5  （オンライン会議併用） 

(1) 報告 

 令和３年度第１回市民部会開催（R３．５．７）後の取り組み状況について 

ア 事務作業の体制構築、効率化について 

→令和３年５月から メーリングリスト活用 

→令和３年８月から 作業部会の設立、取り組み開始 

①広報ちがさき作業部会 広報ちがさき（欄外）の掲載文の調整 

②タウンニュース・ポスター作業部会 ・ポスターシナリオ等の調整 

・タウンニュース茅ヶ崎版の連載原稿を作成 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 新たなポスター啓発 

 1) 取組方針 

「ここにある、このこころ。」を合言葉に、令和３年 12 月から令和４年１１月にかけ

て、日常生活の場面での様々な困りごと（バリア）と、それに気づいた人がとった行

動を描いたポスターを市内公共施設等のほか民間施設で掲示する 

 2) 目標 

ポスターを見た市民が何気ない場面にあるバリアに気づき、新たな行動を起こし

てバリアを解消（バリアフリー）することで、市バリアフリー基本構想の基本理念「だ

れもが安心して過ごせるまちづくり」の実現を目指す 

 ３) ねらい 

障がいの有無に関わらず、茅ヶ崎市で過ごす全ての人が、他者を思いやるコミュ 

ニケーションをソウゾウ（想像/創造）する 

 

①広報ちがさき作業部会（作業手順） 

②タウンニュース・ポスター作業部会（作業手順） 
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 ４) 取組内容（令和３年１２月の例） 

   ア ポスター 

・登場人物 ヘルプマークを所有する内部障がい者 

・場    面 電車の車内 

・気 づ き 席に座っている方がヘルプマークに気づく 

・行   動 声掛けをし、相手の気持ちを確認し、席を譲る 

 イ タウンニュース 

      タウンニュースでは、ポスターの内容に加え、ポスターだけでは伝えきれないこ 

とを発信する。 

・発信者     ポスターの登場人物と連動させる 

・伝えたいこと ヘルプマークの説明 

・内容       ポスターの内容説明、登場人物の特性に合わせたエッセイ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５) その他ポスター 

掲載月 令和４年１月 令和４年２月 令和４年３月 

ポスター 

   

登場人物 視覚障がい者 高齢者 多機能トイレ利用者 

場面 店内 タクシー乗り場 多機能トイレ 

気づき 白杖に気づく 杖、荷物に気づく 次の利用者に気づく 

行動 商品（物）を探す 順番を譲る お互いが微笑み挨拶 

図 ポスター（令和３年１２月） 図 タウンニュース（令和３年１２月） 
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ウ 心のバリアフリー教室 

 1) 市内小学校での教室開催 

・鶴嶺小学校４年生３クラス（７月、１１月、１２月に開催） 

 →道徳の授業をきっかけに、障がい者との継続的な教室を開催 

・浜之郷小学校５年生１クラス（１０月に開催） 

→総合的な学習の時間の授業をきっかけに、すごしやすいまちにする工夫から市 

職員による教室を開催 

         

 ２) 市内小学校の先生に向けた周知 

   ・茅ヶ崎寒川地区小学校教育研究会「生活・総合部 部会」 （１０月に開催） 

       

エ その他 

 1) 記者会見の実施（１１月２２日） 

    →毎日新聞（11/26）、読売新聞・タウンニュース茅ヶ崎版（12/3）、 

神奈川新聞(12/3)で掲載 

         →ポスター掲出箇所の状況報告 

          記者会見時：２０３箇所（民間企業 36箇所（27社）、公共施設等 167箇所） 

          １月５日現在：２２２箇所（民間企業５５箇所（４２社）、公共施設等 167箇所） 

 

 

 

 

 

 

 

 ２) 国土交通省との調整 

   →関東運輸局・関東整備局主催の分科会にて本市の心のバリアフリー推進につい 

て講演(7月) 

国道 1号エレベータ 

コミュニティバス 

イオン茅ヶ崎中央店 茅ヶ崎駅エレベータ 茅ヶ崎駅 改札付近 

コミュニティバス 
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   →本省にて、教育啓発特定事業の実施に関するガイドライン作成検討会で資料提供 

(2) 議題 

ア 広報ちがさき（欄外） 

・掲載内容の調整は、会議回数の集約化を図りながら進める 

・心のバリアフリー教室との連携を高めるために、教室開催後に児童から得られた感想 

を基に掲載文を展開していく 

    ・本取組について、市民の認知度を高める方策を今後検討していく 

イ 「ここにある、このこころ。」関連事業の拡大 

・第１弾 ポスター啓発 

・第２弾 タウンニュース連載 

・第３弾 引き続き、今後検討していく 

   ウ 心のバリアフリー教室 

・継続的な市内小学校での教室開催 

・市内小学校の先生に向けた周知 

 →模擬教室の開催や継続的な意見交換の場の設定 

・教育啓発特定事業への位置付け 

 

 

 


